令和８年度　八重瀬町文化財活用補助金の申請募集について

１．目的
町内各地域にある文化財のうち、継承活動や道具の整備などに必要な諸活動に対し、補助金を交付します。

２．補助対象
[image: ]町内の各地域に所在する文化財（民俗行事や、施設など）を有する地域や団体（●●保存会など）。また、それらが行う地域の文化財の継承活動等（教室開催、清掃活動など）。

３．補助事業内容
①地域のまつりなどに関する事業
例：綱引き、棒術、獅子舞、エイサー、その他地域で行う民俗芸能など
②文化財に関する道具の整備や修理事業
例：民俗行事に使用する道具の購入や修理、文化財施設の清掃道具の購入など
③文化財普及活動
例：後継者育成、説明板設置、清掃活動などに関する事業

４．過去実施事例
　〇拝所（井戸）説明板作成　　〇棒術用「棒」購入　　〇綱引きの藁代の一部　など

５．補助金額
補助対象経費の80％
※但し、町などの指定・登録文化財は4万円を上限とし、その他文化財は3万円を上限とする

６．募集対象数
　申請者の中から若干数を選定します（予算の範囲内）。　

７．申請期間及び補助対象数
　令和８年４月20日（月）～令和８年５月22日（金）　※利用開始は６月上旬以降を予定
　
[bookmark: _GoBack]※募集要項は役場ホームページ（４月20日以降）、または資料館窓口でお渡しします。窓口での受け取りを希望する場合は事前にお電話頂ければ助かります。

問い合わせ先
　社会教育課（町立具志頭歴史民俗資料館）　Tel：098－835-7500　　（担当：新垣）
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